
ガス料金改定のお知らせ 

 

 

旭川ガス株式会社 

 

 

 弊社は、旭川地区の熱量変更終了に伴うガス料金原価の見直しを行い、ガス料金の改定

などを内容とする「供給約款変更認可申請書」を平成２１年６月２６日、北海道経済産業

局長に申請しておりましたが、平成２１年９月１８日付けで認可されましたので、お知ら

せいたします。 

 弊社といたしましては、今後とも都市ガスの安定供給、保安の確保ならびにお客様サー

ビスの向上に努めるとともに、業務全般にわたり合理化・効率化を進め、公共事業として

の使命遂行に全力を傾注してまいる所存でございます。 

 時節柄、お客様にご負担をおかけすることとなり、誠に心苦しい次第ではございますが、

なにとぞご理解を賜り、今後とも変わらぬご愛顧をいただきますようお願い申し上げます。 

 

【旭川地区の主な改定内容】 

 

１．ガス料金の改定 

（単位：円／ｍ３、税抜） 

 認可料金 改定前料金 改定率（％） 

小口部門平均単価（円／ｍ３） １７０．２８ １６１．７６ ５．２７ 

供給約款平均単価（円／ｍ３） ２０７．２５ １９６．８８ ５．２７ 

※小口部門とは、年間１０万ｍ３以上使用の大口部門を除いたもの。 

※供給約款とは、小口部門から選択約款(暖房･空調等利用) の需要家を除いたもので、主に家

庭用。 

 

２．平均家庭における影響 

平均使用量 認可料金（税込） 改定前料金（税込） 差 額 

（１６ｍ３／月） ３，７０８円 ３，５３１円 ＋１７７円 

※平均使用量：主に厨房でガスを使用する家庭での１ヵ月平均使用量(平成２０年度実績) 

※改定前料金は、平成２１年４月（原料費調整後）からの支払額 

 

３．原料費調整制度の廃止 

 天然ガス転換作業の終了に伴い、都市ガス原料がほぼ国産天然ガスになったことか

ら、原料費調整制度を廃止いたします。 

 

４．実施日 

 平成２１年１０月１日 

 

以 上 


